
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤沢市 

ファミリー・サポート・センター 

のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録のお申し込み 
会員登録は、事前に予約が必要です。
必ずセンター事務局までご連絡ください 

藤沢市 

 

 

笑顔でつながる地域の輪 

ファミリー・サポート・センターとは？ 

小さなお子さんのいる保護者が安心して子育てができるよう、地域（市内）の

人たちがお互いに助け合っていく仕組みです。 

子育ての手助けを希望する方（おねがい会員）と、子育ての手助けができる方

（まかせて会員）で会員組織を構成し、アドバイザーが仲介となり会員相互に

よる育児支援活動を行います（有料）。 

藤沢市ファミリー・サポート・センター事務局 
運営：社会福祉法人 青い鳥 

 

〒251-8601 藤沢市朝日町 1 番地の 1 

藤沢市役所分庁舎 2階 

TEL 0466-50-8242 

FAX 0466-50-8257 

平日（月曜日～金曜日）午前 9時～午後 5時 

※土・日・祝日と年末・年始（12月29日～1月3日）はお休みです。 

 

 

藤沢市ファミリー・サポート・センター事務局 

（藤沢市役所分庁舎 2 階） 

藤沢ファミサポの 

ページにリンク

 



☆このようなサポートを行います            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆会員について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆活動はどのように行われるの？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆利用料金…子ども 1人・１時間あたりの料金 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

月曜日～金曜日 午前 6：00～午後 10：00 700円 

土曜日・日曜日・祝日 

年末年始 
午前 6：00～午後 10：00 900円 

夜間の預かり 
（3歳以上が宿泊する場合は半額） 

午後 10：00～午前 6：00 900円 

病児・病後児の預かり 

月曜日～日曜日 
（宿泊・複数預かりは行いません） 

午前 6：00～午後 10：00 900円 

保育所・幼稚園等 

への送迎と預かり 

保護者が買い物など

の外出時の預かり 

お子さんの習い事

等への送迎 

出張等による 

宿泊の預かり 

保護者の 

リフレッシュの 

ための預かり 

病児・病後児

の預かり 

小学校・ 

放課後児童クラブ

への送迎と預かり 

市内在住・在勤の保護者で、０歳児

から小学 6年生までのお子さんが

いる方。第一子を妊娠中の方も登録

可能です。 

お子さんを 

預けたい方 

おねがい会員 

 

市内在住で、センター事務局実施のまか

せて会員研修会（3日間）を受講した

方。子育て経験のある主婦の方が多い 

ですが、未婚の方や男性会員もいます。 

 

 

お子さんの預かりや

送迎をしたい方 

 

まかせて会員 

市内在住で、０歳児から小学６年生

までのお子さんのいらっしゃる方

で、センター事務局実施のまかせて

会員研修会（３日間）を受講した方 

両方に登録したい方 

どっちも会員 

 

補償保険 
安心して活動していただくために、万一の事故に備え

て、会員になると自動的に保険に加入します。補償内

容等はセンター事務局までお問い合わせください。

（保険料は市が負担します） 

※最初の 1時間までは、それに満たない場合でも 1時間とします。 

※1時間を超えると 30分単位で基準額の半額ずつが加算されます。 

※兄弟姉妹一緒の預かりは、2人目以降を半額とします。（宿泊を除く） 

※その他食事、交通費等が、おねがい会員の負担となります。 

 

おねがい会員登録 
（お子さんを預けたい人） 

おねがい登録説明会に参加し

ていただくと、会員登録とな

ります。 

まかせて会員登録 

（お子さんを預かる人） 

センター事務局で実施する３

日間の研修会を受講後、会員

登録となります。 

 

援助依頼 

センター事務局に

連絡し、援助活動

を依頼します。 

援助活動の紹介 

センター事務局のア

ドバイザーが、まか

せて会員にサポート

を紹介します。 

事前打合せ 

お子さんの状況や

活動内容につい

て、両会員とセン

ター事務局のアド

バイザーの三者で

打ち合わせを行い

ます。 

援助活動

開始 

利用料金の支払い 

活動後、まかせて会員へ利用

料金等を支払います。 

利用料金受取り・報告書提出 

活動後、利用料金等を精算

し、活動報告書をセンター事

務局に提出します。 

 おねがい会員登録説明会、まかせて会員研修会の日程は、市ホームページのファ

ミリー・サポート・センター事業のページ、またはお電話でご確認ください。 

☆よくある質問 
Q．登録してから活動をおねがいできるまでどのくらいかかりますか？ 

A．通常だと事前打合せまで 2～3週間程度かかりますが、依頼の多い時期だともう少しお時間が 

かかる場合があります。 

Q．平日昼間 30 分で終わる活動だと、利用料金は 350円ですか？  

A．サポート開始から最初の１時間まではそれに満たない場合でも１時間として計算するので、 

利用料金は 700 円です。 

※ファミサポの活動はボランティア性が高く、まかせて会員の都合が合う範囲での活動になります。 

 

 

藤沢ファミサポの 

ページにリンク 


